
 工事積算条件表（公表用）で週休2日補正係数
について、補正係数が弊社が3月に受注した(R6
補正）工事とは違っていますが、同じ(R6補正）
工事でも発注時期によって変わるのでしょう
か。

 「工事における週休2日の取得に要する費用の
計上(試行)」が改正され適用日が令和7年4月1日
以降の公告からとなっています。
 詳しくは林野庁ホームページ（ホーム > 分野
別情報 > 森林整備保全事業の設計・積算・施工
基準等 > 積算基準）をご確認ください。

入札説明書等に対する質問回答書

「水の木（水の木）林道改良工事（R６補正）」

質問事項 回答事項

 設計書13ページの11号明細書の繊維補強材に
ついて、この使用材料は見積単価で2,130円と
なっていますが、建設物価ですと400円程度で
す。法面業者に問い合わせたところ、建設物価
の材料ではモルタル吹付機械には適していない
ので、実際に積算された材料は何か教えて下さ
い。

 繊維補強材については、タフライトRGであ
り、建設物価の材料ではありません。
 なお、当該材料の使用にあたってモルタル吹
付機械に不適な場合は、契約後、監督職員に協
議してください。協議内容を確認後、変更契約
など必要な対応を実施します。


